
  11月15日（金）には、 弁護士による無料遺言個別相談会を開催します。 
  （イイ・イゴンの日）     こちらも是非、ご予約下さい。 

 お申込み： 沼津信用金庫相談センター  

                 または、お近くのぬましん本支店窓口 

 申込締切： （沼津）令和1年10月21日、 （御殿場）10月30日 

 お問合せ先： ℡：0120－300－191 
 

 

 

遺言・相続セミナー 

     ※一部のみ・二部のみでもご参加いただけます。  

 遺言セミナー～遺される家族を笑顔にするために～   

 専門家による相続対策等のパネルディスカッション 

【第一部】 13：30～14：20 

弁護士による遺言セミナー 
（講師：後藤 真理 先生）     

  
・民法改正ポイントや 

 遺言作成の重要性について 

《沼津会場》 

 令和1年10月28日（月） 
 

 沼津トラストビル5階 

 （沼津市上土町3番地）  
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《御殿場会場》 

  令和1年11月6日（水） 
 

 沼津信用金庫 御殿場営業部  

  (御殿場市新橋2020）  

【第一部】 13：30～14：20 

弁護士による遺言セミナー 
（講師：後藤 真理 先生）     
・民法改正ポイントや 
  遺言作成の重要性について 

【第二部】 14：30～15：10 

 弁護士 （後藤 真理 先生） 
 税理士 （中山 美砂 先生） 
 司法書士（梅田 久実 先生） 
 によるパネルディスカッション 

・専門家相談事例～役立つ相続対策等について     



一次相続で、配偶者の税額軽減を利用して相続税を払わな
くて済んでも、二次相続でかえって相続税が多額になって
しまう場合があります。一次相続時の相続割合は、二次相
続も考えて決める必要があります。 

相続対策をお考えの方は、お気軽にご相談ください。 

平成27年1月の相続税改正により、
相続税がかかる方が増加しています。
原則として相続人が10ヶ月以内に現
金で一括納付しなければなりません。 

生前贈与を利用することで、資産が圧縮され相続
時の相続税負担が軽減されます。 

余裕資金を生前贈与によって子供や孫などの若い
世代に譲ることで資産の有効活用につながります。 

高齢のご夫婦の場合、相続人が配偶者と
自身の兄弟姉妹になることがあります。 

お子さんのいないご夫婦 

財産のほとんどが土地・建物の場合、売
却などしてお金に変えない限り、分ける
ことが難しい場合があります。 

 

主な財産は不動産だけ 

奥様に全ての財産を
残したい場合は、遺
言書にその内容を書
いておく必要があり
ます。 

生前贈与を上手に使ってみましょう！ 

遺言書は、相続を争続にしないために皆様に必要なものですが、 

特に気をつけられたほうが良い方がいます。一緒に考えてみませんか？ 

相続税（納税）について 

裏面：汎用パターン 

離婚した配偶者との間に子供がいて、
現在は疎遠になっている。その子も相
続人になりますが、遺言を残しておく
ことで配偶者に割合を多く残すことが
できます。 

夫が前妻との間に子供がいる 

子供のうち、世話になった子に
財産を多くしたい 

私の世話を良くしてくれる子に、
他の兄弟姉妹より財産を多くした
いと思っている。 

相続権のない人に財産を 

残してあげたい 
独身であり、お世話になった施設
へ財産を残したい。または、財産
を寄付をして世の中に役立てたい。
妻や子は亡くなっているが嫁に財
産を残したいなど… 

夫婦のどちらか（たと
えば夫）が亡くなり、残された配偶者
（妻）と子供で相続すること。 

一次相続後、配偶者
（妻）が亡くなって子供たちだけで相
続すること 

遺言で、土地建物は誰が
造属するかなど決めてお
くと、分割できない不動
産についてもめごとが少
なくなります。 




